
 

 

   精華町情報化基本計画検討懇話会設置要綱 
 
 （目的） 
第１条 この要綱は、精華町情報化基本計画の策定に当たり、町民等 
 の幅広い意見を反映するため、精華町情報化基本計画検討懇話会（以 
 下「懇話会」という。）を開催し、もって情報通信技術の活用による、 
 地域の情報化及び町行政の情報化（以下「情報化」という。）を推進 
 し、町民の利便性向上、行政の効率化、町民と行政の情報の共有化 
 等に資することを目的とする。 
 （所掌事務） 
第２条 懇話会は、町における新しい情報化基本計画策定のために必 
 要な調査、研究を行い、その結果を町長に報告するものとする。 
 （委員） 
第３条 懇話会は、委員１０名以内をもって組織する。 
２ 委員は、学識経験者、民間関係団体等の代表者及び町民のうちか 
 ら、町長が委嘱する。 
３ 委員の任期は、委嘱の日から新しい情報化基本計画策定に資する 
 調査、研究を終了し、報告を行う日までの期間とする。 
４ 委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間 
 とする。 
 （会議） 
第４条 懇話会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。 
２ 会長は、会議を招集し、会務を総理する。 
３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代 
 理する。 
４ 会長が必要と認めるときは、懇話会の会議にそのつど関係者の出 
 席を求めて、その意見又は説明を聞くことができる。 
５ 懇話会の会議は、原則公開とし、会議の傍聴等を行うことができ 
 るほか、次のとおりとする。 
 (1) 懇話会の議論に関し、意見書を提出することができる。 
 (2) 会議の公開に関し、必要な事項は別に定める。 
 （庶務） 
第５条 懇話会の庶務は、総務部財政課情報システム係において行う。 



 

 

 （その他） 
第６条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の開催及び運営に関し 
 必要な事項は、会長が会議に諮って定める。 
 
   附 則 
１ この要綱は、平成１６年７月１６日から施行する。 
２ この要綱施行後最初の懇話会の招集は、第４条の規定に関わらず、 
 町長が行う。 


